
 

 

令和６年度 地方独立行政法人大阪市民病院機構 

有期雇用職員（臨床研究コーディネーター）採用候補者の募集について 

  

１．募 集 職 種     臨床研究コーディネーター 

 

２．業 務 内 容    ・医師及び研究依頼者（製薬会社等）、その他関係部署との連絡調整 

・被験者選択（スクリーニング）、同意取得（インフォームド・コンセント）

に関する業務 

・被験者の登録、来院日、検査等のスケジュール管理 

・診察同行等の被験者対応、併用薬のチェック 

・症例報告書作成支援、有害事象及び副作用への対応 

・研究責任医師が作成する報告文書の作成支援 

・院内各種委員会に関する資料の作成 

・その他、臨床研究に関わる業務全般の補助 

 

３．応 募 条 件    ・看護師、薬剤師、臨床検査技師いずれかの免許を有している方 

・採用日において満 65歳未満の方 

※令和５年８月１日以降に雇用期間を開始とする当機構有期雇用職員採用試

験で不採用となった方の再応募はできません。 

           ※地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則第５条（各就業規則により準用

する場合を含みます。）に該当される方は、受験することができません。 

 

４．募 集 人 数     若干名 

 

５．勤 務 先    大阪市立総合医療センター 

            所在地：大阪市都島区都島本通２-13-22 

             

６．雇 用 期 間    令和６年８月１日以降の各月１日から令和７年３月 31日まで 

（２回を上限に更新する制度がありますが、更新の可否については、勤務態

度等により判断します。また、更新日において満65歳未満の方に限ります。） 

 

７．勤 務 時 間    平日の午前８時 45 分から午後５時 15 分 

 

８．給 与 額    月額 289,024 円（地域手当 16％、処遇改善手当を含む） 

            ※その他、時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、扶養手当などがあります。 

            ※期末手当年間 2.45 月程度支給予定。 

 ※制度改正があった場合は、金額等が変更される場合があります。 

 

９．休 暇 等    年次休暇、忌引などの休暇制度があります。 

         

10．各種保険制度    大阪市職員共済組合、厚生年金、雇用保険、地方公務員災害補償 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11．応 募 方 法  （１）提出書類 

    応募される方は、次の書類各１通を郵送又は持参して下さい。 

・大阪市民病院機構有期雇用職員（臨床研究コーディネーター）採用候補

者申込書（両面） 

    ・看護師、薬剤師、臨床検査技師のいずれかの免許の写し〔Ａ４サイズで

     複写〕 

    ※封筒の表に「臨床研究コーディネーター採用申込書在中」と朱書してく           

ださい。 

          （２）書類提出先 

               〒534-0027 大阪市都島区中野町５-15-21 大阪市都島センタービル５階 

大阪市立総合医療センター総務部総務課（人事担当） 

          （３）応募締切  

採用日の前月 10 日 17 時まで ※必着  

※10 日が土日祝日の場合は、その直前の平日が締切日となります。 

※採用者が決定次第募集を終了します。 

 

12．選 考 方 法   （１）選考内容 

書類選考、面接試験 

書類選考合格者は面接試験を実施します。 

    （２）試験日及び試験会場 

・試験日 書類選考後、合格者と試験日等を調整の上、確定した試験日を 

通知します。 

※試験日は平日での実施となります。 

・試験会場 大阪市都島センタービル（大阪市都島区中野町５-15-21） 

    

13．そ の 他    ・申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合は合格を取り消すこと

があります。 

・提出書類はお返しいたしません。提出書類により取得した個人情報は採用

試験の実施の為に使用し、それ以外の目的には使用しません。ただし、合

格者の提出書類については、採用に係る事務手続等に使用します。 

・採用試験結果に関するお問い合わせには応じかねます。 

・就業規則等掲載場所 地方独立行政法人大阪市民病院機構ホームページ内 

 

14．受動喫煙防止措置 当機構では、健康増進法の趣旨に従い、当機構の敷地内を全面禁煙としてお

ります。 

 

 

            

大阪市民病院機構就業規則第５条（抜粋） 

第５条 次の各号に該当する者は職員となることができない。 

1．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

2．法人又は大阪市において懲戒解雇の処分又はこれに相当する処分を受けた者であって、当該処分 

の日から２年を経過していない者 

3．日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

http://www.osakacity-hp.or.jp/byouin/jyouhou/kitei/


 

 

 

 

 

        《案内図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最寄り駅からの案内） 

大阪メトロ（谷町線）都島駅 2 号出口から西へ徒歩 3分 

JR 西日本（大阪環状線）桜ノ宮駅 東出口から北へ徒歩 7分 


